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第８編　大
だい

学
がく

等
とう

入
にゅう

学
がく

準
じゅん
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のために
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大学等入学準備のために

生
せい

活
かつ

保
ほ

護
ご

法
ほう

による「進
しん

学
がく

準
じゅん

備
び

給
きゅう

付
ふ

金
きん

」【支
し

給
きゅう

】

内
ない

　 容
よう

生活保護を受給されている世帯のお子さんが、大学等（特定教育訓練施設）に進学

する際の新生活立ち上げの費用を支給します。

対
たい

象
しょう

者
しゃ

生活保護を受給されている世帯の18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間

にあるお子さん（その他やむを得ない事由が認められる方含む。）で特定教育訓練

施設に進学される方

※特定教育訓練施設

　①大学（短期大学を含む）

　②専修学校（専門課程に限る）

　③ 職業能力開発総合大学校の総合課程、職業能力開発大学校及び職業能力開発短

期大学校の専門課程

　④水産大学校

　⑤海上技術短期大学校及び海技大学校

　⑥国立看護大学校

　⑦ 専修学校（一般課程に限る。）及び各種学校のうち、福祉事務所が（収入等に

より自立を助長できる見込みがあると）認めるもの

支
し

給
きゅう

額
がく

自宅通学：10万円　自宅外通学：30万円

申
しん

請
せい

手
て

続
つづき

申請書に必要事項を記入し、所定の書類を添付して、お住まいの地域の福祉事務所

に提出してください。

問
と

い合
あわ

せ先
さき

くわしくは、お住まいの地域の福祉事務所（P. ４）にお問い合わせください。

備
び

　 考
こう

※表中の金額は令和３年４月１日基準のもので、変更となる場合があります。

府 市
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編
８
第

大だ
い

学が
く

等と
う

入
学が

く

準
備び

に
め
た
の

大学等入学準備のために

生
せい

活
かつ

福
ふく

祉
し

資
し

金
きん

貸
かし

付
つけ

金
きん

「教
きょう

育
いく

支
し

援
えん

資
し

金
きん

」【無
む

利
り

子
し

貸
かし

付
つけ

】

内
ない

　 容
よう

（資
し

金
きん

の種
しゅ

類
るい

）

１　教育支援費：低所得世帯のお子さんが、大学等に就学するために必要な費用を、
他の「公的な教育支援貸与（貸付）制度※１」の借入ができるま
での「つなぎ資金※２」として、お貸しします。

　※１「公的な教育支援貸与制度」とは、次の①、②の制度です。
　　①　母子父子寡婦福祉資金貸付金（P.84～85）
　　②　独立行政法人日本学生支援機構奨学金（無利子貸与・給付）（P.87～90）
　※２「つなぎ資金」とは
※１の①、②については貸付が４月以降になることがあり、納入しなければな
らない時期に必要なお金が準備できない場合があります。
教育支援費は、①、②のいずれかの制度を申し込まれることを条件に、それらの
借り入れができるまでの間、「つなぎ資金」として、一時的にお貸しするものです。

【①、②の貸付を受けられた場合】原則として、入学年の12月に一括償還（返済）
していただきます。

【①、②の貸付を受けられなかった場合】「つなぎ資金」ではなく、継続してお貸しします。
なお、②の貸付のみでは、学費納入が不足する場合、上乗せの貸付ができる場合が
あります。（要相談）
２　就学支度費：大学、短期大学、専門学校（専門課程）への入学に際し、必要な

費用をお貸しします。

対
たい

象
しょう

者
しゃ

低所得世帯（生活保護基準の1.8倍以内の所得水準の世帯）のお子さんで、大学、
短期大学、専修学校（専門課程）に就学される方

貸
かし

付
つけ

金
きん

額
がく

申
しん

請
せい

（相
そう

談
だん

）

時
じ

期
き

※志望校を決定され、入学パンフレット等で入学にかかる必要経費が確認できた時
点（高校３年生の秋頃から）で、お住まいの地域の社会福祉協議会（P.5）にご
相談ください。

返
へん

済
さい

期
き

間
かん

１　教育支援費：「つなぎ資金」は、原則として、入学年の12月に一括償還（返済）、
それ以外は、卒業後３ヶ月以内の据置期間後、貸付期間の３倍以
内（特別分は４倍以内（ただし最長は20年とする。））（P.70と同様）

２　就学支度費：卒業後３ヶ月以内の据置期間後、８年以内

問
と

い合
あわ

せ先
さき

くわしくは、お住まいの地域の社会福祉協議会（P. ５）にお問い合わせください。

備
び

　 考
こう

１　教育支援費：６か月を上限として、月単位でお貸しします。　　単位：円

通学形態
大学種別

貸付限度額（月額）
自宅通学 自宅外通学

大学
国公立 45,000 51,000
私　立 54,000 64,000

短期大学　
専修学校（専門課程）

国公立 45,000 51,000
私　立 53,000 60,000

　　 特に必要と認められる場合、上記貸付限度額×1.5倍を上限に特別分として貸
付ができます。特別分貸付での貸付金額を希望される場合は、お住まいの地域
の社会福祉協議会（P.5）の貸付相談窓口にご相談ください。

２　就学支度費：学校種別等を問わず　500,000円以内
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大学等入学準備のために

母
ぼ

子
し

父
ふ

子
し

寡
か

婦
ふ

福
ふく

祉
し

資
し

金
きん

貸
かし

付
つけ

金
きん

「修
しゅう

学
がく

資
し

金
きん

」「就
しゅう

学
がく

支
し

度
たく

資
し

金
きん

」【無
む

利
り

子
し

貸
かし

付
つけ

】

内
ない

　 容
よう

母子家庭や父子家庭のお子さんが、大学等に修学される場合に必要な費用（入学金、
授業料、書籍代、交通費等）をお貸しします。

対
たい

象
しょう

者
しゃ

京都府内（京都市を除く。）に居住されている母子家庭の母や父子家庭の父で、来
年度、大学、短期大学、専修学校（専門課程又は一般課程）に進学される予定のお
子さんを扶養されている方
▶同種の資金の貸与を受ける場合は、この制度を受けられません。
　同種の資金については備考欄をご覧ください。
▶令和２年４月から開始された高等教育の修学支援新制度（高等教育の授業料等減
　免（P.86）、独立行政法人日本学生支援機構奨学金（給付）（P.89～90））の支援を
　受けられる場合、下記の限度額から新制度による支援額を差し引いた額が貸付の
　限度額となります。
　

貸
かし

付
つけ

額
がく

申
しん

請
せい

（相
そう

談
だん

）

時
じ

期
き

貸付についてのご相談は、進路を検討される時期から受付をします。お早めにお住
まいの地域の府保健所にご相談ください。

貸
かし

付
つけ

時
じ

期
き

貸付決定後、借用書の提出が確認され次第、口座に振り込みます。

円：位単 額度限額月　金資学修○
学年別

学校等種別 １年 ２年 ３年 ４年 ５年

専修学校（専門課程）

短期大学

国公立
自宅通学 67,500 67,500
自宅外通学 78,000 78,000

私　立
自宅通学 89,000 89,000
自宅外通学 126,500 126,500

国公立
自宅通学 67,500 67,500
自宅外通学 96,500 96,500

私　立
自宅通学 93,500 93,500
自宅外通学 131,000 131,000

大学
国公立

自宅通学 71,000 71,000 71,000 71,000

自宅通学 108,500 108,500 108,500 108,500
自宅外通学 108,500 108,500 108,500 108,500

私　立
自宅外通学 146,000 146,000 146,000 146,000

専修学校（一般課程） 学校種別・通学形態
を問わず 49,500 49,500

大学院
修士課程 132,000 132,000
博士課程 183,000 183,000 183,000

○　就学支度資金　限度額 単位：円　　　　　　　　　　　
大学
短期大学
専修学校（専門課程）
　　　　　に入学

国公立
自宅通学 410,000
自宅外通学 420,000

私　立
自宅通学 580,000
自宅外通学 590,000

専修学校（一般課程）に入学
自宅通所 150,000
自宅外通所 160,000

大学院（修士課程、
博士課程）に入学

国公立 　　　　　　380,000
私　立 　　　　　　590,000

府

編
８
第

大だ
い

学が
く

等と
う

入
学が

く

準
備び

に
め
た
の
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申
しん

請
せい

手
て

続
つづき

申請書に必要事項を記入し、次の証明を添付し、お住まいの地域の府保健所に提出
してください。
①戸籍謄本又は戸籍記載事項証明書
②世帯全員の住民票（記載事項に省略のないもの）
③印鑑登録証明書
④扶養の事実についての証明書
⑤所得を証明する書類
⑥在学（籍）証明書（修学資金の場合）
　合格通知書（就学支度資金の場合）
⑦学校案内や学費納入通知・払込通知等必要経費が明らかになるもの
⑧所定の誓約書兼同意書

▶申請書は、保健所で配布しています。

問
と

い合
あわ

せ先
さき

くわしくは、お住まいの地域の府保健所（P. ２）にお問い合わせください。

備
び

　 考
こう

同種の資金とは、次の①～②にあげるものです。
①生活福祉資金貸付金（教育支援資金）貸付（P.70）
②独立行政法人日本学生支援機構奨学金　貸与（P.78～79）

※表中の金額は令和４年３月現在のもので、変更となる場合があります。

編
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第
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い
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大学等入学準備のために

高等教育の授業料等減免
こうとう いく じゅ とうぎょうきょう りょう めんげん

内
ない

　 容
よう

大学・短期大学・高等専門学校・専門学校に進学した学生に、授業料と入学金の減
免を行います。

対
たい

象
しょう

者
しゃ

住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生（令和２年度の在学生（既入学生も
含む）から対象）
※独立行政法人日本学生支援機構の給付奨学金（P.89～90）の対象になった方は、
　本制度の対象にもなります。

減
げん

免
めん

額
がく

申
しん

請
せい

時
じ

期
き

大学等に進学後の４月頃
（学校によって異なりますので、各学校にご確認ください。）

▲

文部科学省ホームページ〈高等教育の修学支援新制度〉
　URL:https://www.mext.go.jp/kyufu/

減 免 時 期
げん めん じ き

学校に減免の申込みを行い、学校からの減免認定結果の通知があった後
（学校によって異なりますので、各学校にご確認ください。）

問
と

い合
あわ

せ先
さき

くわしくは、進学予定の（在学する）大学等にお問い合わせください。

備
び

　 考
こう

授業料等減免の上限額（年額）（住民税非課税世帯の学生）

国公立 私立
入学金入学金 授業料 授業料

大学
短期大学

約54万円
約39万円

高等専門学校
専門学校

約23万円
約17万円

約28万円
約17万円
約８万円
約７万円

約26万円
約25万円
約13万円
約16万円

約70万円
約62万円
約70万円
約59万円

　　 住民税非課税世帯に準ずる世帯の学生は、上記の減免額の2/3又は1/3の額の
支援を受けられます。

国

編
８
第

大だ
い

学が
く

等と
う

入
学が

く

準
備び

に
め
た
の
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大学等入学準備のために

独
どく

立
りつ

行
ぎょう

政
せい

法
ほう

人
じん

日
に

本
ほん

学
がく

生
せい

支
し

援
えん

機
き

構
こう

奨
しょう

学
がく

金
きん

【貸
たい

与
よ

】

内
ない

　 容
よう

経済的理由により修学に困難がある学生・生徒の方に対して、奨学金を貸与（貸付）
します。
○　奨学金の種類
　１　第一種奨学金（無利子）・・・学力基準（高等学校での成績が3.5以上等）、

家計基準等を満たしている方　※
　２　第二種奨学金（有利子）・・・学力基準、家計基準（第一種奨学金より緩や

か）を満たしている方
→　上記の１又は２の貸与を申し込まれる方のみ対象（入学時の一時金として）
　３　入学時特別増額貸与奨学金（有利子）・・・日本政策金融公庫の「国の教育

ローン」を利用できない方等
※ 令和４年度の生計維持者の住民税（市町村民税所得割）が非課税、生活保護受給
世帯、児童養護施設等の入所者のいずれかで、進学後も優れた成績を修める見込
みがあれば学力基準を満たすものとして扱います。

対
たい

象
しょう

者
しゃ

［予約採用］
大学（学部）、短期大学、専修学校（専門課程）へ進学を希望されている高校等３年生
で、
※進学後も在学採用があります。
学校の推薦を受けられた方のうち、日本学生支援機構の選考により採用された方

貸
たい

与
よ

額
がく

１第一種奨学金（無利子）
　生計維持者の年収が一定額以上の方は、各区分の最も高い貸与月額以外の額から
の選択となります（太枠部分）。

進　　学　　先
国・公立 私立

自宅通学 自宅外通学 自宅通学 自宅外通学

大　　　　　学
45,000円

51,000円 54,000円 64,000円

40,000円 40,000円
50,000円
40,000円

30,000円 30,000円 30,000円 30,000円
20,000円 20,000円 20,000円 20,000円

短 期 大 学
高等専門学校（４・５年生）
専 修 学 校（専 門 課 程）

45,000円 51,000円 53,000円 60,000円

30,000円
40,000円 40,000円

50,000円
40,000円

30,000円 30,000円 30,000円
20,000円 20,000円 20,000円 20,000円

▶原則として毎月振り込まれます。

２第二種奨学金（有利子）

進　　学　　先
貸　　与　　月　　額

国・公・私立 ／ 自宅・自宅外通学 共通
大　　学・短期大学
高等専門学校（4・5年生）
専修学校（専門課程）

20,000円～120,000円の10,000円単位の中から選択

▶原則として毎月振り込まれます。

編
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保
ほ

証
しょう

制
せい

度
ど

「人的保証」又は「機関保証」のいずれかを選択してください。
①人的保証を選択・・・連帯保証人と保証人各１名必要
②機関保証を選択・・・保証料を支払うことで連帯保証人や保証人が不要
　　　　　　　　　　　保証料は毎月振り込まれる奨学金から差し引かれます。

申

しん て つづきせい

しん

請
せい

時
じ

期
き

及
およ

び

貸
たい

与
よ

時
じ

期
き

返
へん

還
かん

期
き

間
かん

貸与が終了した翌月から数えて７ヶ月目の月から返還が始まります。
第一種奨学金は次の①、②から選択した方式で、第二種奨学金は①の方式での返還
となります。
①定額返還方式：貸与総額によって返還期間が定まります。（最長20年）
②所得連動返還方式：前年の所得に連動して返還月額が定まり、返還期間は返還月
額によります。

問
と

い合
あわ

せ先
さき

【予約採用】在学されている高等学校又は専修学校（高等課程）
【在学採用】在学されている大学、短期大学、専修学校（専門課程）、高等専門学校

備
び

考
こう

▶大学院については、別途基準があります。
▶予約採用をされた方は、進学先の学校でも手続きが必要です。
　手続きをされなかった場合は予約無効となりますので注意してください。
▶一部の専修学校（専門課程）では、日本学生支援機構の奨学金を取り扱っていな
い（機構に登録されていない）場合があります。進学を希望する学校にお問い合
わせいただくか、日本学生支援機構のホームページでご確認ください。
▶日本学生支援機構ホームページ貸与奨学金（返済必要）
　URL:https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/taiyo/index.html

３　入学時特別増額貸与奨学金

学校種別
入学時特別増額貸与額

国・公立　／　自宅・自宅外通学　共通

大　学　
短期大学　
高等専門学校（※）
専修学校（専門課程）

100,000円　200,000円 　300,000円　400,000円　
500,000円の中から選択

　▶　第一種奨学金又は第二種奨学金の初回振込時に、併せて振り込まれます。

※　４・５年次編入時及び専攻科入学時のみ
　　第一種奨学金又は第二種奨学金を申し込まれた方が対象となります。入学時特
別増額貸与奨学金のみの申込みはできません。

奨学金区分 申請（募集）時期 貸与（貸付）時期

予約採用
（入学前申込）

第一種奨学金
高校３年生の春
（ 詳しい時期は学校に
確認してください）

進学後の４～６月頃第二種奨学金
入学時特別増額貸与
奨学金

インターネットを利用した申込み（スカラネット）となります。
必要書類を学校に提出し、申込みに必要な識別番号をもらった後、申込み入力をし
てください。
※申込入力後、本人と生計維持者のマイナンバーの提出が必要です。

申 請 手 続
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〔予約採用〕
大学（学部）、短期大学、専修学校（専門課程）へ進学を希望されている高校３年
生等で、学校の推薦を受けられた方のうち、日本学生支援機構の選考により採用さ
れた方。※進学後も在学採用があります。
〔選考基準〕
家計： 住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生であること。
学力： 申し込み時点で以下のいずれかに該当すること。

（１）高等学校等における評定平均値が3.5以上であること。
（２）学ぶ意欲のある学生であること。

大学等入学準備のために

独
どく

立
りつ

行
ぎょう

政
せい

法
ほう

人
じん

日
に

本
ほん

学
がく

生
せい

支
し

援
えん

機
き

構
こう

奨
しょう

学
がく

金
きん

【給
きゅう

付
ふ

】

内
ない

　 容
よう

意欲と能力があるにも関わらず経済的理由により進学が極めて困難な学生・生徒に
対して、大学等への進学を後押しすることを目的として返還の必要のない給付奨学
金を交付します。

対
たい

象
しょう

者
しゃ

給
きゅう

付
ふ

額
がく

進学先の学校の設置者（国立、公立、私立）及び通学形態（自宅、自宅外）により

【通信教育課程】

異なります。

申
しん

請
せい

時
じ

期
き

予約採用（進学前申込）：高校３年生の春

支
し

給
きゅう

時
じ

期
き

予約採用（進学前申込）：進学後に行う所定の手続き完了後

※ 生活保護世帯で自宅から通学する人及び児童養護施設等から通学する人は、（　）
内の金額となります。
※ 住民税非課税世帯に準ずる世帯の場合、上表の2/3または1/3の金額が支給され
ます。
　

設置者
給付月額

自宅通学 自宅外通学

国公立
29,200円
（33,300円）

私　立

66,700円

38,300円
（42,500円）

75,800円

設置者
給付額

自宅通学 自宅外通学

国公立
51,000円

（年１回支給）
私　立
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▶進学先の学校が、国又は地方公共団体から一定の要件を満たすことの確認を受け
　ている必要があります。

申
しん

請
せい

手
て

続
つづき

インターネットを利用した申込み（スカラネット）となります。
必要書類を学校に提出し、申込みに必要な識別番号をもらった後、申込み入力をし
てください。
※申込入力後、本人と生計維持者のマイナンバーの提出が必要です。

問
と

い合
あわ

せ先
さき

在学されている高等学校又は専修学校（高等課程）等

備
び

　 考
こう

▶進学先の学校でも手続きが必要です。
　手続きをされなかった場合は奨学金が支給されませんので注意してください。
▶給付奨学金と貸与奨学金をあわせて利用することもできますが、給付奨学金と貸
　与奨学金のうち第一種（無利子）奨学金をあわせて利用する場合、第一種奨学金
　の貸与月額が制限されます。
▶ この給付奨学金に採用された方は、進学先が実施する授業料等減免（P.86）の対
象になります。この手続きも、進学後に行う必要があります。
▶日本学生支援機構ホームページ給付奨学金（返済不要）
　URL:https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/kyufu/index.html
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